
※ 下記のフローチャートを基に届出書を提出するか否か判断してください。

※ 下記のフローチャートで判断できない場合、担当課まで個別に相談してください。

はい

いいえ

※1 同居家族等が「障害・疾病」の状態に該当する場合であっても、

当該同居家族等に対する生活援助(利用者との共有部分含む)の提供はできません。

いいえ

※2 同居家族等が援助できないやむを得ない理由がある場合であっても、

当該同居家族等に対する生活援助(利用者との共有部分含む)の提供はできません。

同居家族等が障害・疾病※1

その他の理由※2 届出提出が必要

はい

同居家族等がいますか

訪問介護単位算定届出書　提出要否判断フロー

同居家族等が要支援・要介護状態
はい

いいえ

利用可能

※届出提出不要

●算定届出書の提出要否に関わらず、生活援助の必要性及び家族等の介護力についてのアセスメントは十分に行ってください。

●算定届出書の提出要否に関わらず、生活援助の提供範囲は「同居の家族等がいる場合の生活援助の提供範囲について」に準じてください。


